
旧車確認書
　この車両＿＿＿＿＿＿＿＿＿が旧車であるという認識が出来ている。

　 ※旧車とはおおよそ 30年以上前に生産されたもので補修部品の入手が困難である車両である。

旧車に関しては保証などが無いことが分かっており維持は自己責任であることを理解している。

旧車はどんなにメンテナンスをしても壊れやすく、その度に修理費用はお客様負担となります。

旧車は故障部分のパーツが入手困難の可能性を理解している。

どんなに整備を施しても故障の可能性が高いことは理解できている。

遠隔地で車両を購入すれば引取り等のサービスの提供が受けれないことは理解出来ている。

　 その場合 JAF等の加入が必要であることが理解出来ている。

　修理とは 壊れた部品を正常な部品と交換することです。

保証とは修理に要する金額を一定期間無料で販売店が引き受けることです。

　当社 株式会社バイク Cityでは
　
旧車に関しては保証付き販売ができません、理由は補修部品の入手が出来ないからです。

　 　 　 上記に関して理解・了承していることを証明する。

　 　＿＿＿年 ＿＿月 ＿＿日

　 　 購入者住所

　 　 購入者氏名

　 　 　 　 　販売会社 株式会社バイク City　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 岡山県倉敷市羽島２８０－７


